
第１次和光市公共施設マネジメント
実行計画

公共施設マネジメントは 未来を創る

持続可能なまちづくりへの“まなざし”

平成30年2月

平成30年2月15日（木）

全員協議会 当日資料２



も く じ

Ⅰ 公共施設マネジメント実行計画の策定にあたって
１ 第 1次実行計画期間の人口推移............................................................................................ 1
２ 和光市における公共施設の老朽化現状

２-１ 公共建築物の整備状況..................................................................................................... 3
２-２ 和光市の財政動向............................................................................................................. 4

３ 和光市が保有する公共建築物に要する経費と見込............................................................ 6

Ⅱ まちづくりにおける公共施設マネジメントの役割
１ 施設周辺エリアにおける面的整備と価値の向上................................................................ 7
２ 施設分類

２-１ 施設配置について........................................................................................................... 10
２-２ 施設所有について........................................................................................................... 13

３ 民間活力の導入...................................................................................................................... 14
３-１ 公共の担い手としての民間活力導入........................................................................... 14
３-２ ＰＰＰ／ＰＦＩ導入に対する庁内の検討フロー....................................................... 14

Ⅲ 公共施設マネジメント実行計画の基本となる考え方
１ 公共施設マネジメント実行計画の目的

１-１ 基本的な考え方............................................................................................................... 15
１-２ 目的を達成するための“３つの取組”............................................................................16

２ 総量抑制にかかる削減目標.................................................................................................. 19
３ 庁内推進体制.......................................................................................................................... 21

Ⅳ 第１次実行計画の内容
１ 更新計画の考え方.................................................................................................................. 23
２ 施設類型による実行計画

２-１ 行政系施設....................................................................................................................... 24
２-２ 子育て支援施設............................................................................................................... 26
２-３ 福祉・保健施設............................................................................................................... 28
２-４ 学校教育施設................................................................................................................... 29
２-５ 社会教育施設................................................................................................................... 31
２-６ 市民文化施設................................................................................................................... 33
２-７ スポーツ・レクリエーション施設............................................................................... 35
２-８ 供給処理施設・その他................................................................................................... 36

３ 第１次～第２次計画期間の主なプロジェクトの内容...................................................... 37



Ⅰ 公共施設マネジメント実行計画の策定にあたって

1

Ⅰ 公共施設マネジメント実行計画の策定にあたって

１ 第 1次実行計画期間の人口推移

（１）高齢者数が増加する将来人口推計

和光市の人口推計によると、総人口は今後も増加することになっていますが、75 歳以上の

高齢者の増加が著しく、その対応が必要となってきます。また、あらゆる公共サービスの財

源の担い手となる生産年齢人口は、第３次実行計画期間までは横ばいあるいは微増傾向にあ

りますが、第四次以降は減少していくため、公共施設のあり方を考えるにあたっては、大ま

かな長期予測が必要となります。

図 1-1 将来人口の推計

（資料）公共施設白書より作成
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（２）地区別の人口推移

市域北部の地区は一貫して人口が増加しています。区画整理、再開発、及び団地の建替え

により、地区の人口が増加することや人口構成の変化があるため、公共施設のあり方を検討

する場合はまちづくりとあわせて考える必要があります。

図 1-2 地区別人口の推移

（資料）まち・ひと・しごと創生総合戦略より作成
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２ 和光市における公共施設の老朽化現状

２-１ 公共建築物の整備状況

（１）公共施設の老朽化は小中学校が顕著

和光市が保有する 91 公共施設のうち総延床面積、並びに昭和 56（1981）１年以前に竣工し

た施設ともに小中学校施設、教育施設が最も大きな割合となっています。このことから小中

学校を中心とした学校施設の老朽化対策が重要な課題であることが分かります。

図1-3 総延床面積における学校教育施設の割合 図1-4 昭和56(1981)年以前竣工施設における教育施設の割合

（資料）公共施設白書より作成

（２）時代にあわせた公共サービスの提供

市民生活に必要な公共サービスは、時代に合わせて変化し

ます。建設費は氷山の一角であり、水面下には様々なコスト

がかかっているため、建築物の老朽化だけを考えるのではな

く、その施設機能である公共サービス内容を併せて検討する

ことが必要です。

図 1-5 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

（資料）公共施設等総合管理計画より作成

竣工年 経過年数
※H27現在

公共
サービスの
必要性が

高い

建物を
所有する
必要性が

高い

独立施設
である

必要性が
高い

和光市介護老人
保健福祉施設（福祉の里）

和光市介護老人
保健福祉施設

H5(1993) 22 × × ×

和光市福祉交流室
本町小学校管理・
特別教室・教室棟

S58(1983) 32 × × －

和光市
勤労青少年ホーム

和光市
勤労青少年ホーム

S49(1974) 41 × × ×

老朽化状況 施設類型別の基準

施設名 建物名

１ 昭和 56 年に耐震基準が改正されました。
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（３）供給処理施設（プラント）更新の詳細検討

公共施設等総合管理計画の対象施設は、

本市が保有している公共建築物、プラン

ト施設、インフラ施設を対象としていま

す。インフラ施設とは、道路、橋梁、上

下水道、水路、公園など、都市基盤を形

成する施設です。

供給処理施設（プラント）は、都市基

盤を形成する施設の中でも、廃棄物処理

施設や汚水処理施設のように、内部の設

備・機械類の改修・更新経費が多くかつ

頻度が高い施設であるため、公共建築物

を対象とする実行計画とは別に独自に検

討します。

２-２ 和光市の財政動向

（１）歳入

歳入総額としては平成 23（2011）年を底に上昇傾向にありますが、平成 18（2006）年に

23.8 億円あった法人市民税はいまだに減少傾向にあります。

図 1-6 地方税の推移

（資料）普通会計決算状況調
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（２）歳出

扶助費が一貫して増加しており、結果として義務的経費が増加しているため、財政の硬直

化が進行しています。

図 1-7 歳出決算額の推移

（資料）普通会計決算状況調

（３）基金残高

基金２残高は、下新倉小学校建設のため、平成 27（2015）年度に減少しています。標準財政

規模の 10％が適正とされている財政調整基金比率は平成 27 年度 6.0％となっています。

図 1-8 基金残高・財政調整基金の推移

（資料）普通会計決算状況調

２「基金」は家計に例えると、貯金に該当し、公共施設の建設など特定の目的のために資金を積み立てておく「特定目的

基金」と、災害発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされた場合に、安定した財政運営ができるように積み立てておく

「財政調整基金」がある。
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３ 和光市が保有する公共建築物に要する経費と見込

公共施設白書での更新費用の試算額は 20.59 億円となっています。平成 22（2010）年度か

ら 27（2015）年度の６年間における公共建築物に対する一般財源等の経費実績が約 3.6 億円

であり、これを元に起債することができる金額を合計すると 14.5 億円であることから、これ

らを比較すると約 32％の削減が必要となります。施設機能を可能な限り維持し、公共サービ

スの質を向上させることとは一見相反するようですが、ＰＰＰ３や公有資産の有効活用といっ

た手段を駆使し、両立を図っていきたいと考えています。

図 1-9 公共建築物の改修費等実績

（資料）決算統計、決算カードより作成

３ Pubｌic Private Partnership のこと。行政と民間事業者がパートナーを組んで公共サービスを提供する事業。
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Ⅱ まちづくりにおける公共施設マネジメントの役割

１ 施設周辺エリアにおける面的整備と価値の向上

老朽化した公共施設に対して、建替え、長寿命化改修（リノベーション）４、大規模改修、

統廃合等を実施する際には、当該公共施設に関してだけ考えるのではなく、その施設の役割

と地域に与える影響を充分に勘案し、まちづくりと一体的かつ面的に検討を行います。

そのような検討が、市民、行政及び民間事業者が一緒になって話し合う、まちづくりを考

えるきっかけとなるように、市民協働やＰＰＰの観点から計画の推進を行います。

（１）周辺環境の整備

公共施設の建替えや長寿命化改修（リノベーション）を行う際には、良好な街並み景観の

形成・維持、安全な道路や憩いの場となる公園等、周辺環境についてのあり方も併せて検討

します。公共施設やインフラ、公共交通機関のあり方等民間の経済活動も巻き込むきっかけ

となるよう配慮します。

それぞれの個別分野で考えるのではなく、地域で生活している市民の目線や生活動線を大

切にしながら、公共施設マネジメントをきっかけにまちづくりをコーディネートする役割を

目指します。

４ 柱や梁など建物の躯体において、まだ使用可能な部位は有効活用し、設備や内装など老朽化した部分を一新し、必要

に応じて用途も変更すること。建替えに準ずるものとして建物寿命 80 年以上を目標とする。
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（２）地域のコミュニケーション促進

公共施設の建替えや長寿命化改修（リノベーション）を行う際には、建物の設計を行う前

に、施設機能として市民生活にはどのような公共サービスが必要か、まちづくりを考える中

での公共施設が果たす役割はいかなるものかについて、市民の間で話合いを行います。統廃

合を行う際にも跡地の利活用について、まちづくりの視点から話合います。

このような話合いの場は、現代の多忙な日常において設けることが難しくなっていること

から、公共施設マネジメントをきっかけとして、様々な世代による対話を促進し、地域のコ

ミュニケーションを活発化します。

図 2-1 地域のコミュニケーション促進のイメージ

基本方針策定
市が客観的データ、それ以前の検討事項を整理しとりまとめた基本的事項。

市民による話合いの土台とする。

市民による話合い

様々な世代や立場の市民が集まり、意見を出し合って「原案」を創り出す。

話合いの場はファシリテーターによる進行のもと行われるワークショップ形式

等で行い、模造紙や付箋、ＫＪ法５を使って話合った内容が残るようにする。

参加者が相互に考え方の違いを尊重し、無理に結論を出すことはしない。

アンケート調査

市民による話合いの結果である「原案」を要素分解した上で、無作為抽出の

市民に対してアンケート調査を行い、より多くの市民意見として集約化する。

利用者や利害関係のあるものだけでなく、サイレント・マジョリティ６に対する

配慮とアプローチを確保する。

基本計画策定

アンケート調査を尊重し、より詳細な計画として取りまとめる。PPP/PFI によ

る事業進捗の場合は、この後、事業者選定作業に移行し、従来方式での発

注の場合は基本設計の実施に移行する。

５ ブレインストーミングなどを使い、発想や意見や情報の集約化・統合化を行なう手法。
６ 主義主張に基づく運動により、声高に意見を表明することはしない市民のことを意味する。
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（３）生活圏域の利便性向上と効率化の両立

公共施設の建替えや長寿命化改修（リノベーション）を行う際には、物的更新や施設機能

の再検討に留まらず、運営方法についても検討することとします。より効果的かつ効率的な

公共サービスの運営方式の検討により、子や孫といった次世代に負担を残さず、快適な市民

生活実現の両立を図ります。

このまま手立てを講じず施設の老朽化が進むと、安全性が損なわれ重大な事故が発生する

可能性が高まります。また、現在は人口増加基調にある和光市といえ、将来的には少子高齢

化が避けられないことから、手遅れになる前に保有施設の総量抑制、すなわち統廃合が必要

になります。

公共施設の統廃合に際しては、子どもから高齢者までが歩いて移動ができる小学校区を単

位として、まちづくりにおける公共施設の役割、公共施設が周辺まちづくりにもたらす効果

を併せて検討します。そのため、生活圏域が近い公共施設の統廃合を行う際は、隣接する小

学校区内の公共施設についても、統廃合が可能か検討していきます。

また、老朽化し当初の設置目的が変わってしまったり、時代のニーズに合わなくなった施

設が統廃合の対象となりますが、地域で活動されている方々が現在利用されている施設機能

は、別の場所で確保し、跡地の利活用については、市民の間でしっかり話し合う場を設けま

す。そうして充分な議論を経て、基本的には施設跡に新たな税財源の投入を行わず、地域コ

ミュニティの担い手となる人や企業が活躍できる場として再生していきます。

図 2-2 統廃合後の民間による利活用検討イメージ

ソフトの調査検討

どんな機能が求められているか？

ハードの調査検討

ここではどんな事業が可能か？

●市民ワークショップによる原案作成

●無作為抽出市民アンケート調査
●事業者ヒアリング

●周辺エリア調査

●基礎調査（敷地・既存建物・用途制限）

●可能性評価

　　（接道・視認性・構造・採光・通風）

●用途の絞込み（新築・リノベーション）

事業モデルの考察

●事業スキームの想定
●コミュニティビジネス等の担い手想定

●事業の課題と採算性検討

●大まかな空間利用プランの作成

どんな利活用方法が成立するか？
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２ 施設分類

２-１ 施設配置について

（１）施設配置区分

施設配置は利用する市民の範囲に分けて考えることとしま

す。全市民が利用する施設を「全市利用施設」とし、これに対

し、地域ごとに配置し、主に立地する施設の周辺住民が利用す

る施設を「地域利用施設」とします。なお、準中学校区毎とす

るか小学校区毎とするかは施設の種類によって決定します。

（２）地域拠点の考え方

公共施設マネジメントは公共建築物の保有総量抑制（統廃合）自体が目的ではなく、子や

孫の世代に負担を先送りせず、より良い資産を引き継いでいくことが主目的です。

小学校等の施設を複合化・多機能化することにより、魅力的な空間形成や１箇所で複数の

用事を済ますことも可能となり、シニア世代と子どもたちの交流が生まれ、コミュニティの

活性化も期待できます。

表 2-3 地域利用施設の配置区分

圏域名 日常生活圏 地域活動圏

圏域設定根拠 準中学校区 概ね小学校区

配置エリア

北（大和中）エリア

新倉小地区

下新倉小地区

北原小地区

白子小地区

中央（第二中）エリア

本町小地区

第三小地区

広沢小地区

南（第三中）エリア
第四小地区

第五小地区

地域利用施設

類 型

中学校、出張所、消防分団車庫、防災

倉庫、保育園、児童館

小学校、保育クラブ、コミュニティセンタ

ー、地域センター
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図 2-4 小学校通学区域（平成 28 年 4月）

（資料）和光市ホームページ「小学校通学区域マップ」
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図 2-5 日常生活圏域

（資料）第三次和光市地域福祉計画
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２-２ 施設所有について

（１）基幹施設

市民生活の根底を支える施設であり、行政が責任を持って維持管理をしていく施設を指し

ます。建物は市が所有し、維持管理・補修は財政フレームを設定し予防保全を行います。施

設更新における検討の進め方は、客観的データに基づき行政が責任を持って計画７し、適宜分

かりやすく市民に報告します。事業手法は従来型の公共発注に加え、ＰＰＰ８／ＰＦＩ９を活用

します。

（２）機能維持施設

市民生活の快適性あるいは利便性の向上を図る施設であり、必ずしも施設の所有は市が保

有するとは限らず、効果的かつ効率的な事業手法を検討することで、公共サービスを維持し

ていく施設を指します。維持管理・補修は予算に基づき実施し、場合によっては事後保全に

よるものとします。利活用や施設のあり方に関しては、市民主体で合意形成を行い、市は話

合いの場を提供したり、コーディネートの役割を果たします。事業手法は統廃合を含む複合

化、定期借地１０及び公共施設等運営権１１の設定など、より民間の関与が高い事業手法を活用しま

す。

表 2-6 施設分類

配置

所有

全市利用施設
【市内に１つ、全市民対応】

地域利用施設
【小学校ごとに配置、地域住民対応】

基幹施設
【建物を維持】

l 市庁舎

l 消防庁舎

l 小学校

l 中学校

機能維持施設
【機能を維持】

l 児童センター

l 総合福祉会館

l 介護老人保健福祉施設

l 生活介護施設

l 保健センター

l 図書館・中央公民館・ふるさと民

家園・その他社会教育施設

l 市民文化センター

l 総合体育館・運動場

l 農業体験センター

l 消防団分団車庫

l 防災倉庫

l 保育所

l 児童館

l 放課後児童クラブ

l 高齢者福祉センター

l 公民館

l コミュニティセンター・地域セン

ター・勤労青少年ホーム

７ 市民の利活用に関する部分は市民協働にて進め、行政が勝手に進めるということではない。
８ Pubｌic Private Partnershipのこと。行政と民間事業者がパートナーを組んで公共サービスを提供する事業。ここではＰＦＩ

を含む、より広い概念。
９ 公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で

行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る手法。
１０ 通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後更新できない。
１１ 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設

定する方式。
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３ 民間活力の導入

３-１ 公共の担い手としての民間活力導入

公共施設のあり方を考える上で、設計段階においてハードに関する部分を検討する以前に、

その施設は何のために設置されるのか、どのような公共サービスを提供するのかといったソ

フトに関する検討が必要です。

民間事業者が利益を求めるのは当然ですが、市民生活を支える「公共」の担い手となるパ

ートナーとして、事業の組立てを行っていきます。

図 2-7 民間関与の度合いと事業類型及び事業形態等の整理

３-２ ＰＰＰ／ＰＦＩ導入に対する庁内の検討フロー

事業担当課では、具体的な事業内容の検討を中心となって

進めます。その施設でどのような公共サービスを提供するか

を検討するに当たっては、時代のニーズに合致した公共サー

ビスを、財政的な観点も踏まえ、中長期的な人口減少社会の

中で持続可能とすること、あるいは将来世代に負担を先送り

しないこと、といったことを念頭に検討を進めます。

なお、詳細については「和光市ＰＰＰ／ＰＦＩ基本指針」

に掲載しています。
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Ⅲ 公共施設マネジメント実行計画の基本となる考え方

１ 公共施設マネジメント実行計画の目的

１-１ 基本的な考え方

（１）公共施設マネジメント実行計画の位置付け

和光市では平成 26（2014）年度に「和光市公共施設白書」を作成し、市が所有する公共施

設等の実態を把握しました。この実態を踏まえ、長期的な視点を持って、更新・統廃合・長

寿命化等を計画的に行い、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置

を実現するため、平成 27（2015）年度に「和光市公共施設等総合管理計画」を策定しました。

本計画は、将来にわたり“適切な公共サービスの提供”と“持続可能な財政運営”の両立

を通じて、公共施設マネジメント１２を展開し、ひいては「総合振興計画」に掲げる、和光市が

目指す将来像を実現するための計画です。

（２）実行計画の計画期間

公共施設等総合管理計画に基づき民間活力の活用を積極的に行うとともに、総合振興計画

の策定及び見直しにあわせて、公共施設マネジメント計画の計画期間を５年間とします。

ただし、第１次実行計画は、次期総合振興計画の策定時期である平成 33（2021）年にあわ

せるために、平成 29（2017）～32（2020）年の４年間を計画期間とします。

長期的な視点を持って計画を進めていくために、下記の期間に分けて更新計画を立てます。

最終年度は総合管理計画の計画期間に合わせます。

（３）対象施設

本計画の対象は公共建築物とし、インフラ及びプラント施設については各施設の個別計画

に基づき進めます。ただし、これらの進捗管理についても、本計画に基づくＰＤＣＡサイク

ルのもとで全庁的に実施していきます。

１２「公共施設マネジメント」とは、和光市が保有している全公共施設を、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に企画、

管理及び利活用する仕組みを指します。
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図 3-1 公共施設マネジメント実行計画の位置付け

１-２ 目的を達成するための“３つの取組”

公共施設マネジメントの目的は、公共施設のあり方を通じて、適切な公共サービス提供と

持続可能な財政運営を両立させることです。その目的を達成するための取組として“３つの

取組”を推進します。

（１）長寿命化改修（リノベーション）

建物の長寿命化を図り、施設使用の目標年数を 80 年以上と設定します。長寿命化は、専門

家による劣化診断（コンクリートの圧縮強度、及び中性化状況１３に関する調査）や施設需用予

目的

取組

１３コンクリートはアルカリ性だが、経年劣化等により中性化が進行すると鉄筋の錆びにつながり、建物の劣化原因となる。
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測検討を実施し、施設計画と合わせて長寿命化の適否を総合的に判断します。なお、長寿命

化に適するものは築 50 年※を目処に改修を行うことで、目標使用年数を 80 年以上とします。

学校施設など収入が見込みにくく、長期間施設機能が変わらない施設への適用を検討します。

（２）保有総量の抑制

長寿命化に適さない建築物は、築 60～65 年★

を目処に建替（新築）を行います。建替に際し

て学校及び大規模建築物は、周辺施設との統

合・再編により複合化・多機能化を図ることで、

市民の生活利便性を高めつつ規模縮小・廃止を

進め、「保有総量の抑制」を行います。

なお、統合・再編によって複合化された跡地

の利活用は、周辺住民の皆さんとまちづくりの

観点からどのような機能が必要かを話合い、基本的には市の財源投入を行わず民間活力を導

入することで、地域コミュニティ活動の担い手となる人や企業が活躍できる場をつくること

に注力します。

※ 目標使用年数

ＲＣ（コンクリート）造：８０年以上

Ｓ （鉄 骨）造：６５年以上

※長寿命化改修時期の目処

ＲＣ（コンクリート）造：概ね５０年

Ｓ （鉄 骨）造：概ね４０年

★ 建替時期の目処

ＲＣ（コンクリート）造：60～65年以上

Ｓ （鉄 骨）造：45～50 年以上
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（３）財源の確保

財源確保の手法

l ファシリティマネジメント１４の推進

光熱水費や委託料など管理運営費・借地料の適正化

施設の統廃合により生じる土地・建物の貸付・売却

l 計画的な公共施設整備基金等への積み立て

l 民間活力の活用

財源の確保については、“出を制す”、“蓄える”ほかに“入りを量る”手法を検討します。

「出を制する手法」としては、ファシリティ・マネジメントの推進により、光熱水費や委託

料など管理運営費あるいは借地料の適正化、予防保全１５などによる営繕費用の削減、施設の統

廃合等により生じる土地・建物の貸付・売却、また、「蓄える」手法としては、計画的な公共

施設整備基金等への積立といった対策が考えられます。

しかしながら、効率化とコスト削減を図るだけでは課題の解決に限界があります。公共施

設といえども、施設の種類によっては民間活力の導入によって「入りを量る」しくみを入れ

込むことが必要です。このことが、「適切な公共サービスの提供」と「持続可能な財政運営」

への第一歩だと考えます。言うまでもありませんが、公共として行うべきことを蔑ろにして、

収入の増加を図るという意味ではありません。

南池袋公園のカフェレストランは、都市公園法第 5条第 2 項第 2号に基づく公園の設置等許可を

受け、「当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資す

る」施設として出店しています。区が建設した建物の指定部分に、出店者が内装・設備工事をして店

舗を運営し、建物の使用料の他、地域に還元として、災害時の帰宅困難者対策にも協力することにな

っています。南池袋公園の事例の他、上野恩賜公園でも園内にあるカフェの収益の一部が、公園の

管理費に充当されています。

また、国土交通省では、民間事業者が都市

公園の収益施設と公共部分とを一体で整備で

きる「Park-PFI」制度を創設し、都市公園内に設

ける収益施設に関する設置許可期間を緩和し、

民間事業者が都市公園を整備しやすい制度を

創設し、財政負担を削減しながら、利便性を向

上させる環境づくりが整えられています。民間事

業者が整備した公共部分の費用一部を、国の

社会資本整備交付金による 1/2 支援が得られ

るといった制度整備がなされています。

画像）豊島区ホームページより

１４「ファシリティマネジメント」とは、市が所有する財産を経営資源と捉えて、経営的な視点から設備投資や管理運営を行う

ことによって、施設に係る経費の最小化や施設効用の最大化等の総合的な有効利活用を図る活動をいう。
１５「予防保全」とは、建物の維持保全について、劣化が進み故障が発生してから補修を行う「事後保全」に対して、計画的

に補修を行い建物の寿命を延ばすこと。ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）上でも優位。
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２ 総量抑制にかかる削減目標

（１）総量抑制にかかる目標設定について

本市が保有する公共施設の総量を抑制するにあたっては、削減目標の基準を「施設更新費１６」

として、短期と長期に分けて設定します。ただし、今後は扶助費等の増加など経常経費の増

加が見込まれるため、短期の投資可能額は、更に圧縮を図ることが求められる一方、開発の

動向によっては人口が増加し、小学校の教室が不足するといった状況も考えられるため、施

設更新費を抑えつつ、施設整備を進めるような、前例に捉われない新たな手法を採用してい

く必要があります。

（２）第１次計画期間の投資可能額（短期目標）

短期目標は、第 1次実行計画期間とします。本市の過去６年間の実績から想定される平均

投資額は年間 14 億円となることから、これを第１次実行計画の４年間における投資可能額と

します。短期削減目標は詳細な計画期間であることから、目標の必達を目指します。

図 3-2 第１次実行計画期間における投資可能額

（資料）公共施設白書、公共施設等総合管理計画より作成

（３）総合管理計画期間内の総量抑制（長期目標）

長期目標は、今後の生産年齢人口の減少を踏まえて、施設更新等にかかる年間経費を圧縮

していく必要性を数値化したものです。人口推計によると、総合管理計画の最終年度である

１６「施設更新費」とは、建替や大規模改修、長寿命化改修にかかる費用で、公共施設白書で試算した「将来更新費用」に

相当するもの。
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平成 57（2045）年度までに、生産年齢人口は約 1割減少するとされており、それに連動して

一般財源等が減少することが予測されます。

短期目標すなわち投資可能額は過去の実績から想定しましたが、長期目標は大局的な展望

に立ち、今後の人口構造の変化、特に生産年齢人口の減少にしたがって、施設更新費を約１

割削減することを基本的な方向性とします。個別プロジェクトは長期目標に従いつつも、具

体的な検討段階において、市民の皆さんの理解を得ながら取り組んでいきます。

図 3-3 総合管理計画期間における長期目標の考え方

（資料）公共施設白書、公共施設等総合管理計画より作成

生産年齢人口
0.89倍（約 1割減）

公共施設等総合管理計画の最終年度
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３ 庁内推進体制

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく庁内推進体制の確立

実行計画に掲げた方策を計画的かつ着実に推し進めていくため、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く庁内推進体制を構築します。各部課の相互連携により、「Plan(調査・計画）⇒ Do(実施）

⇒ Check(進捗管理・点検・検証）⇒ Act(修正・見直し）」というように、実施した方策の成

果や進捗状況を検証し、策定後も必要に応じて計画の見直しを行います。

図 3-4 公共施設マネジメント実行計画の庁内推進体制
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図 3-5 計画実現に向けた進め方

※ 計画の進捗に合わせて、市民の皆様の意見を取り入れていきます。

（２）事業所管課・関係各部課・資産戦略課の役割

公共施設マネジメントは、単なる施設の建替や統廃合の話ではありません。その施設で行

われている公共サービスのあり方を考えることで、施設機能は決まります。施設更新にあた

り、施設機能を検討することは、今後の事業方針を検討する契機でもあり、ひいては将来的

な本市の方向性にも影響します。前例を踏襲するのではなく、庁内連携に向けての対話のき

っかけとすることが重要です。

第１次マネジメント実行計画の期間

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

推
進
体
制

分
析

公共施設データの分析

第２次実行計画策定検証結果の反映

第１次
マネジメント
実行計画

① Plan
② Do

・点検・検証
・状況報告
・次年度の取組予定

③ Check
推進委員会（部長級）
検討委員会（課長級）

取組の見直し
④ Act
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Ⅳ 第１次実行計画の内容

１ 更新計画の考え方

第１次実行計画における施設更新にかかる取組の優先度は、第１に、今後の有力な手段に

なるＰＰＰのモデル事業とします。次に老朽化の顕著な施設。特に学校施設の更新とし、第

３に長寿命化改修（リノベーション）の可否判断が必要な施設への取組を優先します。

（１）ＰＰＰ事業の導入

今後の公共施設の更新は、民間活力の活用を主眼としています。ＰＰＰ事業は進め方にお

いて、これまでの公共事業とは異なる部分がありますので、最初にモデル事業を実施し、ノ

ウハウの蓄積を図ります。

これまで国内で実施されているＰＰＰ事業は、コスト削減を主目的とした事例が多数とな

っていますが、近年はコストを抑えながらも、民間事業者のノウハウを活用することで市民

生活の充実を図る事例も見られます。

（２）老朽化の顕著な施設

老朽化が顕著な学校施設の更新を優先して取り組みます。建替に加え、長寿命化改修（リ

ノベーション）についても十分に検討の上、採用していきます。順番の決定にあたっては、

まず竣工年度の古いものから並べ、劣化の進捗など調査した上で、児童数の推移や周辺地域

の開発状況等、様々な要素も踏まえて検討し、実行していきます。

（３）長寿命化改修の可否判断が必要な施設

学校施設など、長期間施設機能が変わらない施設への適用を検討し、専門家による劣化診

断や施設需用予測検討を実施し、施設計画と合わせて長寿命化の適否を総合的に判断します。

長寿命化に適するものは築 50 年を目処に改修を行い、目標使用年数を 80 年以上とします。
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２ 施設類型による実行計画

建物性能及び施設機能を維持と、維持管理にかかる経費削減を両立させるため、複数の施

設の点検、維持管理、保全レポートの作成を業務内容にした包括委託を検討します。

実行計画の取組欄について記載がないものは、故障・破損等不具合に対して予算に基づい

て適切に修繕を行います。

２-１ 行政系施設

（１）庁舎等

市庁舎は、躯体の保全を第一義的に捉えて、外壁を中心とした大規模改修１７を実施します。

窓口業務 1件あたりの運営費の差が大きい出張所では、公共サービスの質的維持と運営費の

平準化を合わせて実現するため、市庁舎の窓口業務も含めた運営方法の見直しに取り組みま

す。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

行政棟 SRC造 9,513.9 H4(1992) 25

議会棟 SRC造 2,593.5 H4(1992) 25

展示棟 RC造 1,176.4 H4(1992) 25

防災倉庫棟 S造 246.5 H5(1993) 24

2 駅出張所
和光市本町
地域センター

機能
維持

地域 中央 RC造 54.3 H9(1997) 20
本町地域センターの
改修時に運営方法
の見直し検討

3 牛房出張所
和光市牛房
コミュニティセンター

機能
維持

地域 南
RC造
S造

30.5 S58(1983) 34
牛房コミセンの改修
時に運営方法の見
直し検討

4 吹上出張所
和光市吹上
コミュニティセンター

機能
維持

地域 北 RC造 35.0 S56(1981) 36

5 坂下出張所
和光市
坂下公民館本館

機能
維持

地域 北 RC造 6.9 S49(1974) 43
坂下公民館の改修
時に運営方法の見
直し検討

6
駅北口土地区画
整理事業事務所

駅北口土地区画
整理事業事務所

機能
維持

地域 - S造 259.5 H26(2014) 3

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

1 和光市庁舎 基幹 全市 - 大規模改修大規模改修(外壁）

１７ 目標使用年数（SRC・RC 造 80 年以上、S 造 65 年以上）、長寿命化改修の目処概ね（SRC・RC 造 50 年、S 造 40 年）。

改築目処 SRC・RC 造 60～65 年、S 造 45～50 年、大規模改修目処概ね（SRC・RC 造 20 年、40 年、S 造 25 年）。

ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造、RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造。



Ⅳ 第１次実行計画の内容

25

（２）消防施設・防災倉庫

白子分署は、第１次実行計画期間内に築 40 年を経過しますので、朝霞地区一部事務組合と

今後について協議を行います。消防団分団車庫、防災倉庫については、第２次実行計画期間

内で順次改修を行ないます。また、第４分団車庫については「和光市地域防災計画」に基づ

き備蓄倉庫機能の拡張も検討します。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

消防庁舎 RC造 1,956.6 H21（2009） 8

訓練棟Ａ棟 RC造 326.6 H21（2009） 8

訓練棟Ｂ棟 S造 194.4 H21（2009） 8

2 白子分署 消防庁舎 基幹 全市 - RC造 638.5 S53（1978） 39
一部事務組合と協
議

3
和光市消防団
第1分団車庫

和光市消防団
第1分団車庫

機能
維持

地域 北 S造 85.3 H5（1993） 24 大規模改修(※）

4
和光市消防団
第2分団車庫

和光市消防団
第2分団車庫

機能
維持

地域 北 S造 65.6 S63（1988） 29 大規模改修(※）

5
和光市消防団
第3分団車庫

和光市消防団
第3分団車庫

機能
維持

地域 北 S造 62.8 S57（1982） 35 大規模改修(※）

6
和光市消防団
第4分団車庫

和光市消防団
第4分団車庫

機能
維持

地域 北 S造 272.3 H元（1989） 28 大規模改修(※）

7
和光市消防団
第5分団車庫

和光市消防団
第5分団車庫

機能
維持

地域 南
RC造
S造

71.6 S61（1986） 31 大規模改修(※）

8
和光市消防団
第6分団車庫

和光市消防団
第6分団車庫

機能
維持

地域 中央 S造 62.7 S63（1988） 29 大規模改修(※）

1 和光消防署庁舎 基幹 全市 -

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
延床
面積
（㎡）

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1 下新倉防災倉庫 下新倉防災倉庫
機能
維持

地域 北 S造 177.9 H10（1998） 19 大規模改修(※）

2 白子防災倉庫 白子防災倉庫
機能
維持

地域 北 S造 203.0 H12（2000） 17 大規模改修(※）

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

庁舎等包括管理業務委託【大阪府箕面市】

箕面市では、施設や業務ごとに管理業務を個別に契約していましたが、集約して入札を行うことによ

り、民間事業者の自由な発想で経費削減を達成しました。中小企業や地域の事業者が参加できるよ

う、事業者が自由に選択し入札に参加することができる「希望業務選択方式」を採用しました。5 年間

の長期継続契約で安定的に業務を遂行できることから、価格面においてコストダウンが図られました。

資料）箕面市ホームページより



Ⅳ 第１次実行計画の内容

26

２-２ 子育て支援施設

（１）保育所

保育所施設については、老朽化の状況と需用ニーズを勘案します。具体的には「和光市子

ども・子育て支援事業計画」と連携して取り組みます。

しもにいくら保育園は、区画整理に伴い平成 30 年度末をもって廃止します。ほんちょう保

育園は、本町小学校長寿命化に併せて検討を行う予定です。

また、みなみ保育園としらこ保育園については「和光市公営保育所在り方検討委員会」に

おける今後の両園の運営方式の検討を踏まえ、施設の管理方針を決定していきます。

（２）児童館・児童センター

総合児童センターは、公共施設マネジメントのモデル事業として、保健センター、認定こ

ども園等と併せて建替を実施します。民間のノウハウを十分に活用した施設運営とします。

なお、現在休館中のプールは市民プールとして建替え、近隣学校の水泳授業にも利用可能と

なるよう整備します。

（３）子育て世代包括支援センター・保育（学童）クラブ・教育支援センター

教育支援センター並びに本町保育クラブは、本町小学校長寿命化に併せて検討を行う予定

です。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市
みなみ保育園

和光市
みなみ保育園

機能
維持

地域 南
RC造
S造

1,586.6 H12（2000） 17 大規模改修(※）

2
和光市
しらこ保育園

和光市
しらこ保育園

機能
維持

地域 北 RC造 990.5 H15（2003） 14 大規模改修(※）

3
和光市
ほんちょう保育園

和光市
ほんちょう保育園

機能
維持

地域 中央 RC造 684.0 S58（1983） 34 大規模改修(※）

4
和光市
しもにいくら保育園

和光市
しもにいくら保育園

機能
維持

地域 北 S造 518.9 H14（2002） 15 平成30年度末廃止

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

第2次実行計画で
の取組(予定)

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

No. 施設名 建物名
所有
区分

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市
南児童館

和光市
南児童館

機能
維持

地域 南 Ｗ造 243.3 H14（2002） 15
五小改修検討時に複

合化を検討

2
和光市
新倉児童館

和光市
新倉児童館

機能
維持

地域 北 S造 359.0 H21（2009） 8

3
和光市
下新倉児童館

下新倉小学校
体育館棟

機能
維持

地域 北 RC造 337.9 H28(2016) 1

本館 RC造 1,904.5 S58（1983） 34 建替（複合化）

プール棟 RC造 1,544.4 S58（1983） 34 建替（複合化）
4

和光市
総合児童センター

機能
維持

全市 -

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置
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区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
南子育て世代包括
支援センター

和光市
みなみ保育園

機能
維持

地域 南
RC造
S造

1,509.0 H12（2000） 17 大規模改修(※）

2
北子育て世代包括
支援センター

和光市
しらこ保育園

機能
維持

地域 北 RC造 419.8 H15（2003） 14 大規模改修(※）

3
和光市
教育支援センター

本町小学校
教室棟④

機能
維持

全市 - RC造 173.0 S63（1988） 29 大規模改修(※）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
延床
面積
（㎡）

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1 中央保育クラブ 中央保育クラブ
機能
維持

地域 第三小 S造 134.4 H12（2000） 17 大規模改修(※）

2 諏訪保育クラブ 諏訪保育クラブ
機能
維持

地域 第四小 S造 178.2 H12（2000） 17 大規模改修(※）

3 白子保育クラブ 白子保育クラブ
機能
維持

地域 白子小 S造 218.6 H20（2008） 9
白子小建替プロジェク

ト時に複合化を検討

4 北原保育クラブ 北原保育クラブ
機能
維持

地域 北原小 S造 213.0 H20（2008） 9

5 広沢保育クラブ 広沢保育クラブ
機能
維持

地域 広沢小 S造 134.4 H12（2000） 17
広沢国有地等利活用

プロジェクトで建替

6 新倉保育クラブ
和光市
新倉児童館

機能
維持

地域 新倉小 S造 356.0 H21（2009） 8

7 南保育クラブ
和光市
南児童館

機能
維持

地域 第五小 Ｗ造 119.0 H14（2002） 15
五小改修検討時に複

合化を検討

8 本町保育クラブ
本町小学校管理・特
別教室・教室棟

機能
維持

地域 本町小 RC造 67.3 S58（1983） 34 大規模改修(※）

9
南地域センター
保育クラブ

和光市
南地域センター

機能
維持

地域 第五小 S造 149.0 H18（2006） 11

10
白子第二
保育クラブ

白子第二
保育クラブ

機能
維持

地域 白子小 S造 170.8 H26（2014） 3
白子小建替プロジェク

ト時に複合化を検討

11 下新倉保育クラブ 下新倉小学校
機能
維持

地域 下新倉小 RC造 226.2 H28(2016) 1

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造

小学校プールを統廃合し授業は屋内プールで実施
廃止したプールを釣堀として利用する学校も【神奈川県海老名市】

海老名市では、平成19年度から小学校の授業を市内の屋内プールで実施しており、全ての学校の

屋外プールを廃止しています。児童の安全監視をより確実に行うということと、老朽化に対する更新時

期に経費の比較から検討されました。授業の実施期間や時間割も移動時間等を考慮しており、送迎

はバス会社に委託しています。市内の杉本小学校では、廃止したプールを釣堀として活用しており、人

気のスポットとなっています。その他、市内の小学生には屋内プール利用券を無料で配布しており、夏

休みだけでなくほぼ年間を通じて利用ができるようになっています。

杉本小学校の廃止したプールを活用した「柏ふれあい釣り堀」

資料）海老名市観光情報ホームページより
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２-３ 福祉・保健施設

（１）高齢者福祉施設

新倉高齢者福祉センター（歩楽里）は、第１次実行計画期間内に築 40 年を経過しますので、
ふ ら り

不具合箇所の改修を実施します。福祉の里は現在指定管理者制度による運営を行っています

が、民間による裁量の高い運営手法を検討します。福祉交流室は、本町小学校長寿命化に併

せて、検討を行う予定です。

（２）障害者福祉施設・保健施設

さつき苑は、第 2次実行計画期間内に大規模改修を検討します。保健センターは総合児童

センター等とともに複合化します。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
高齢者福祉センター
（ゆうゆう）

和光市
総合福祉会館

機能
維持

全市 - S造 1,122.7 H16（2004） 13

2
和光市新倉高齢者
福祉センター
（歩楽里）

和光市新倉高齢者福
祉センター

機能
維持

全市 -
RC造
S造

776.8 S50（1975） 42 改修（屋上）

3
和光市介護老人保
健福祉施設
（福祉の里）

和光市介護老人
保健福祉施設

機能
維持

全市 - RC造 5,965.1 H5（1993） 24 民営化検討

4 和光市福祉交流室
本町小学校管理・特
別教室・教室棟

機能
維持

地域 本町小 RC造 134.0 S58（1983） 34 大規模改修(※）

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
地域活動支援セン
ター等（総合福祉会
館内）

和光市
総合福祉会館

機能
維持

全市 - S造 3,807.4 H16（2004） 13

2
生活介護施設
さつき苑

生活介護施設
さつき苑

機能
維持

全市 - S造 746.5 H10（1998） 19 大規模改修(※）

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

第2次実行計画で
の取組(予定)

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

No. 施設名 建物名
所有
区分

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1 和光市保健センター 和光市保健センター
機能
維持

全市 - RC造 878.1 S56（1981） 36 移転（複合化）

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置
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２-４ 学校教育施設

第１次あるいは第２次実行計画期間については、小学校及び中学校の統廃合は無いため、

施設の維持管理は長期的な視点に基づき、計画的な予防保全を行い、施設寿命 80年以上を目

指します。その具体的な手段としては、長寿命化改修の採用を検討します。躯体を中心とし

た劣化診断を実施した後、建替及び長寿命化改修（リノベーション）の内容を判断します。

長寿命化改修は、築 40 年頃の建物に対して検討し、梁や柱といった躯体の活用により建替

費用の軽減を図りますが、建替に準ずる仕様とするため、設備や内装などは一新するととも

に、施設機能についても建替時の教育水準に合わせます。

また、文部科学省の要請に従い長寿命化改修の採用の検討と合わせて、「長寿命化計画（個

別施設計画）」を策定し、各学校の長寿命化、建替に関する方針を示します。

（１）小学校

白子小、新倉小、及び第五小は、劣化診断を実施し、第１次実行計画期間から第２次実行

計画期間にかけて、棟ごとに建替及び長寿命化改修を検討します。第三小も同様に検討を行

いますが、用地に関する様々な制限があるため、あらゆる前提条件を勘案した上で、教育委

員会事務局と市長部局が十分連携して、更新に関する詳細な検討を行います。

第四小、広沢小、北原小、及び本町小は、第２次実行計画以降において建替・長寿命化改

修による施設更新の検討を行っていきます。

下新倉小は、本市初の複合型小学校として平成 28 年度開校しましたが、これまでの運営上

の課題をチェックし、運営体制の改善に活かしていきます。また今後市内各小学校は、施設

の更新に伴い地域の拠点としていくため、下新倉小の改善点を活かしていきます。

プールについては、建替等を契機に必ずしも一学校一配置とは限らないものとします。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

普通教室棟 RC造 2,149.0 S39（1964） 53

特別・普通教室棟② RC造 1,866.0 S46（1971） 46

体育館  S造その他 922.0 S48（1973） 44

学校給食室、管理・
特別教室棟

S造 855.0 H21（2009） 8

プール RC造 883.0 S35（1960） 57

特別・普通教室棟 RC造 429.0 S55（1980） 37

配膳室棟 S造 104.0 H21（2009） 8

特別教室棟 RC造 3,555.0 H20（2008） 9

普通教室棟 RC造 1,877.0 S39（1964） 53

管理･体育館棟 RC造 1,251.0 S48（1973） 44

プール RC造 704.0 H17（2005） 12

配膳室棟 RC造 166.0 H20（2008） 9

建替・一部長寿命化
を検討

2 新倉小学校 基幹 地域 新倉小

建替・一部長寿命化
を検討

1 白子小学校 基幹 地域 白子小

第2次実行計画で
の取組(予定)

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況
第1次実行計画で

の取組
No. 施設名 建物名

所有
区分
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区分 エリア 竣工年
経過
年数

管理教室棟 RC造 2,325.0 S35（1960） 57

教室棟⑯ RC造 1,158.0 H20（2008） 9

プール RC造 987.0 S35（1960） 57

体育館  S造その他 752.0 S49（1974） 43

教室棟③ RC造 370.0 S57（1982） 35

給食室 S造 325.0 H12（2000） 17

ＥＶ棟 S造 161.0 H20（2008） 9

教室棟① RC造 1,501.0 S40（1965） 52

管理・特別教室棟 RC造 1,208.0 S44（1969） 48

プール S造その他 1,030.0 S41（1966） 51

教室棟② RC造 936.0 S42（1967） 50

体育館 S造その他 940.0 S50（1975） 42

給食室 S造その他 164.0 H7（1995） 22

管理・特別教室棟 RC造 4,011.0 S45（1970） 47

体育館  S造その他 838.0 S50（1975） 42

プール RC造 646.0 S45（1970） 47

給食室  S造その他 386.0 H17（2005） 12

管理普通教室棟 RC造 2,534.0 S50（1975） 42

教室棟① RC造 1,378.0 S50（1975） 42

体育館  S造その他 905.0 S50（1975） 42

特別教室棟 RC造 804.0 S50（1975） 42

プール更衣室便所  RC造その他 789.0 S50（1975） 42

教室棟⑩ RC造 640.0 H5（1993） 24

給食室  RC造その他 322.0 S50（1975） 42

管理教室棟 RC造 4,784.0 S51（1976） 41

体育館  RC造S造 922.0 S51（1976） 41

プール更衣室・便所  RC造その他 789.0 S51（1976） 41

管理・特別教室・教室棟 RC造 4,479.7 S58（1983） 34

プール附属室 RC造 674.0 S58（1983） 34

体育館 RC造 784.0 S58（1983） 34

教室棟 RC造 172.0 S63（1988） 29

校舎棟 SRC造 5,732.4 H28(2016) 1

体育館棟 SRC造 1,915.6 H28(2016) 1

ストックヤード RC造 40.2 H28(2016) 1

屋外倉庫 SRC造 70.5 H28(2016) 1

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

運用方法の見直しを
検討

9 下新倉小学校 基幹 地域 下新倉小

大規模改修（※）8 本町小学校 基幹 地域 本町小

非構造部材耐震化
工事

長寿命化を検討7 北原小学校 基幹 地域 北原小

非構造部材耐震化
工事

6 広沢小学校 基幹 地域 広沢小

5 第五小学校 基幹 地域 第五小 長寿命化を検討 工事

4 第四小学校 基幹 地域 第四小

工事3 第三小学校 基幹 地域 第三小
建替・一部長寿命化
を検討

延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造

地域拠点としての複合型小学校・下新倉小学校【和光市】
下新倉小学校は、図書館分館、児童

館、保育クラブを併設し、交流広場、災害

時に備えたマンホールトイレ、防災倉庫を整

備しています。また、グランド、アリーナ、特別

教室の学校施設開放の際には、動線分離

が可能な地域の拠点となる施設としてオー

プンしました。

今後は、運用方法あるいは運営体制の

再検討を通じて、維持管理費の削減や地

域拠点として、さらなる利便性向上等を図り

ます。

資料）下新倉小学校ホームページより



Ⅳ 第１次実行計画の内容

31

（２）中学校

大和中学校は第２次実行計画期間に建替及び一部長寿命化を検討し、第二中は建替及び一

部長寿命化による検討、第三中は長寿命化を基本とした施設更新に関する検討を予定してい

ます。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

管理普通教室棟 RC造 3,305.0 S48（1973） 44

体育館
RC造

S造
2,218.0 H24（2012） 5

普通教室・給食棟 RC造 2,023.0 H21（2009） 8

特別教室棟31 RC造 1,445.0 H14（2002） 15

プール付属棟
RC造
S造

1,020.0 S35（1960） 57

特別教室棟⑱ RC造 799.0 S48（1973） 44

教室棟 S造 420.0 S61（1986） 31

渡り廊下29 RC造 278.0 S48（1973） 44

部室 RC造 160.0 H11（1999） 18

渡り廊下33 SRC造 158.0 H21（2009） 8

教室棟①-1 RC造 1,730.0 S42（1967） 50

管理特別棟 RC造 1,419.0 S45（1970） 47

特別教室棟⑪ RC造 1,046.0 S50（1975） 42

体育館 S造 1,034.0 S43（1968） 49

特別教室棟⑯ RC造 846.0 H5（1993） 24

部室・プール更衣室・

便所
その他 722.0 S43（1968） 49

教室棟①-2 RC造 608.0 S48（1973） 44

教室棟⑫ RC造 399.0 S50（1975） 42

渡り廊下⑬ RC造 224.0 S42（1967） 50

給食室 S造 147.0 S44（1969） 48

倉庫 S造 57.0 S50（1975） 42

管理、特別教室棟 RC造 2,894.0 S51（1976） 41

教室棟② RC造 2,561.0 S51（1976） 41

体育館
S造

その他
1,171.0 S51（1976） 41

プール付属棟
S造

その他
816.0 S51（1976） 41

教室棟渡り廊下 RC造 211.0 S51（1976） 41

教室棟⑨
S造

その他
174.0 S60（1985） 32

南

非構造部材耐震化
工事

3 第三中学校 基幹 地域

2 第二中学校 基幹 地域 中央

北
建替・一部長寿命化
を検討

1 大和中学校 基幹 地域

構造
延床
面積

（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

長寿命化改修を施した清瀬けやきホール【東京都清瀬市】

内側増築、外側増築という新たな構造方針を展開した

計画であり、このことにより、床面積を増加したためホールの

客席増加やホワイエの拡張を果たしています。老朽化対

策、耐震性及び機能性の向上を果たし、構造的にも利用

ニーズ的にも長寿命化を果たしている長寿命化改修（リノベ

ーション）事例です。

資料）清瀬市ホームページより
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２-５ 社会教育施設

（１）図書館・公民館

図書館は、民間施設における区分所有となっているため、市の保全責任にかかる部位に対

して、予算の範囲内で不具合箇所の修繕を実施します。

公民館は、不具合が発生した場合、予算の範囲内で不具合箇所の修繕を実施します。

（２）その他社会教育施設

新倉ふるさと民家園は、機能維持施設に分類していますが、文化財として適切に維持管理

を行っていきます。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1 和光市図書館 和光市図書館
機能
維持

全市 - RC造 1,694.9 S58(1983) 34 改修

2
和光市
下新倉図書館

下新倉小学校
校舎棟

機能
維持

地域 北 RC造 604.9 H28(2016) 1

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市
中央公民館

和光市
中央公民館

機能
維持

全市 - RC造 2,818.3 H8（1996） 21

和光市
坂下公民館本館

RC造 546.9 S49（1974） 43

和光市
坂下公民館別館

S造 259.6 H13（2001） 16

3
和光市
南公民館

和光市
南公民館

機能
維持

地域 南 RC造 1,501.2 S58（1983） 34

2
和光市
坂下公民館

機能
維持

地域 北

第2次実行計画で
の取組(予定)

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況
第1次実行計画で

の取組
No. 施設名 建物名

所有
区分

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市
文化財保存庫

和光市
文化財保存庫

機能
維持

全市 - RC造 295.3 S59（1984） 33

2 歴史資料室 歴史資料室
機能
維持

全市 - S造 60.4 H24（2012） 5

3 新倉ふるさと民家園 新倉ふるさと民家園
機能
維持

全市 - W造 245.2 H18（2006） 11

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
延床
面積
（㎡）
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２-６ 市民文化施設

（１）文化施設

市民文化センターは、すでに築 20 年を越えているため、劣化状況に合わせた改修を検討し

ます。その際、不具合箇所や劣化箇所の修繕だけでなく、運営面についてもノンコア業務１８に

ついては効率化を図ります。

展示ホールについては、更なる有効活用を図るため、保健センター移転後の跡地に関する

利活用とあわせて、有効な活用策を検討します。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市民文化セン
ター（サンアゼリア）

和光市民文化セン
ター

機能
維持

全市 -  SRC造S造 7,895.1 H4（1992） 25 大規模改修(※）

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造

保健福祉センターの展示ギャラリーに郵便局を誘致
住民票など証明書の発行も【神奈川県秦野市】

秦野市は、保健福祉センターにあった展示ギャラリースペースに郵便局を誘致しました。住民票の

写しなど証明書等の発行業務も委託されています。その他、市庁舎駐車場にはコンビニエンスストアを

誘致し、年中無休の公共サービスを実施。いずれも、賃料収入を得るだけでなく、公共サービスの充

実、市民の利便性向上を図る事例として注目されています。

資料）秦野市ホームページより

１８中核となる業務を「コア業務」と表した場合、「ノンコア業務」とは周辺業務のこと。
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（２）集会施設

コミュニティセンター及び地域センターは、故障・破損等に対して予算に基づいて修繕を

行っていきます。また、安定したサービスを提供するために、借地の解消に向けた検討を行

うとともに、民間施設や福祉施設にあるコミュニティスペース等を活用できる制度の創設も

併せて検討します。

勤労青少年ホームは、施設の老朽化とともに、施設機能においても公共サービスの必要性

が低くなってきているため、第 1次実行計画期間中に公共施設としての利用を停止し、跡地

の有効活用を検討します。なお、跡地の利活用に関しては、周辺住民の皆さんと十分話し合

い、日常生活の利便性向上に資する利活用を検討していきます。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市吹上
コミュニティセンター

和光市吹上
コミュニティセンター

機能
維持

地域 下新倉小 RC造 1,041.0 S56（1981） 36

2
和光市牛房
コミュニティセンター

和光市牛房
コミュニティセンター

機能
維持

地域 第四小  RC造S造 327.0 S58（1983） 34 大規模改修(※）

3
和光市新倉
コミュニティセンター

和光市新倉
コミュニティセンター

機能
維持

地域 新倉小 RC造 488.6 S57（1982） 35
新倉小建替プロジェ
クト時 複合化を検討

4
和光市白子
コミュニティセンター

和光市白子
コミュニティセンター

機能
維持

地域 白子小 RC造 807.9 H9（1997） 20
白子小建替プロジェ
クト時 複合化を検討

5
和光市本町
地域センター

和光市本町
地域センター

機能
維持

地域 第三小 RC造 398.8 H9（1997） 20 大規模改修(※）

6
和光市白子宿
地域センター

和光市白子宿
地域センター

機能
維持

地域 白子小 RC造 169.1 S56（1981） 36
白子小建替プロジェ
クト時 複合化を検討

7
和光市新倉北
地域センター

和光市新倉北
地域センター

機能
維持

地域 新倉小 S造 320.0 H9（1997） 20
新倉小建替プロジェ
クト時 複合化を検討

8
和光市向山
地域センター

和光市向山
地域センター

機能
維持

地域 第五小 S造 389.1 H20（2008） 9

9
和光市城山
地域センター

和光市城山
地域センター

機能
維持

地域 白子小 S造 127.5 H21（2009） 8
白子小建替プロジェ
クト時 複合化を検討

10
和光市南地域
センター

和光市南
地域センター

機能
維持

地域 第五小 S造 397.0 H18（2006） 11

11
和光市
勤労青少年ホーム

和光市
勤労青少年ホーム

機能
維持

全市 - RC造 661.2 S49（1974） 43
民間による利活用を
検討

12
和光市
地域福祉センター

和光市
総合福祉会館

機能
維持

全市 - S造 2,245.3 H16（2004） 13

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造

福祉施設内の「地域交流スペース」【和光市】

看護小規模多機能型居宅介護併設認知症高齢者グループホームには、地域交流スペースが

設置されており、地域住民の皆さんが利用できるようになっています。このような環境整備とともに、利用

しやすい制度のあり方についても検討を進め、地域における市民生活の利便性向上を図っていきま

す。

資料）和光市ホームページより



Ⅳ 第１次実行計画の内容

35

２-７ スポーツ・レクリエーション施設

スポーツ・レクリエーション施設は、ＰＰＰと相性がよいことから積極的に推進します。

坂下庭球場及び勤労福祉センターは、アーバンアクア公園の整備とあわせて役割を見直し、

民間による裁量の高い運営手法を採用することで、施設機能の向上と維持管理費軽減を図り

ます。運動場、総合体育館、農業体験センターについても、施設の設置目的を損なわないこ

とを前提に、利便性や収益性向上を図るために民間活力の導入を検討します。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
和光市
勤労福祉センター
（アクシス）

和光市
勤労福祉センター

機能
維持

全市 - RC造 3,133.4 H4（1992） 25
アーバンアクア整備と一

体的に更なる民間活力

の導入を検討

2 花の木ゲートボール場 - - - - - - - -

管理棟 RC造 442.6 S61（1986） 31

スタンド RC造 277.1 S61（1986） 31

4 坂下庭球場 - - - - - - - -
アーバンアクア整備に

伴い借地取扱を検討

5 和光市総合体育館 和光市総合体育館
機能
維持

全市 - RC造 13,050.9 H17（2005） 12
更なる民間活力導
入の検討

大規模改修(※）

6
農業体験センター
（アグリパーク）

農業体験センター
機能
維持

全市 - Ｗ造 165.2 H9（1997） 20
民間活力の導入を
検討

（※）大規模改修以外の手法も合わせて検討する。

民間活力の導入を
検討

3 和光市運動場
機能
維持

全市 -

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

都市公園内にレストランを誘致【千葉市】

千葉市は、海辺にある都市公園の稲毛海浜公

園内に、レストラン・ベーカリーカフェ、ホール、バン

ケット（宴会場）等商業施設を誘致しました。市民

アンケート調査の結果、飲食・軽飲食施設を望む

声が多く、これを条件にすることと、提案募集区域

は都市公園であるため、都市計画上の用途地域

における制約を考慮した提案が採用されました。当

該地域は鉄道駅から離れており、夜間は人通りも

少ない地域であったが、オープン後は多くの市民で

賑わっています。

資料）千葉市ホームページより作成
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２-８ 供給処理施設・その他

清掃センターは、公共施設等総合管理計画の対象施設ですが、施設の詳細検討においては

特殊な部分が多いため、進捗管理等以外については独自に検討します。リサイクル活用セン

ター、リサイクル展示場、ストックヤードについては、清掃センターの計画に付随します。

浄水場及び調整池電気室については、インフラと一体的に管理することが効率的であるこ

とから、水道事業及び下水道事業の中で計画を策定していきます。

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1 和光市清掃センター 和光市清掃センター 基幹 全市 -
SRC造
RC造
S造

4,520.0 H元（1989） 28
プラントとして独自に
取組

プラントとして独自に
取組

2 旧ごみ焼却場 旧ごみ焼却場
機能
維持

全市 -
RC造
S造

1,046.5 S47（1972） 45
プラントとして独自に
取組

プラントとして独自に
取組

3 南浄水場 南浄水場 基幹 全市 -
RC造
S造

1,104.7 H6（1994） 23
インフラと一体的に
取組

インフラと一体的に
取組

4 酒井浄水場 酒井浄水場 基幹 全市 - RC造 738.8 H19（2007） 10
インフラと一体的に
取組

インフラと一体的に
取組

5
白子川第２排水区野
川調整池電気室

白子川第２排水区野
川調整池電気室

基幹 - - RC造 34.4 H11（1999） 18
インフラと一体的に
取組

インフラと一体的に
取組

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
延床
面積
（㎡）

老朽化状況
第1次実行計画で

の取組
第2次実行計画で

の取組(予定)

区分 エリア 竣工年
経過
年数

1
リサイクル
活用センター

旧ごみ焼却場
機能
維持

全市 - RC造 159.6 S47（1972） 45
清掃センター更新計

画と一体的に検討

清掃センター更新計

画と一体的に検討

2 リサイクル展示場 旧ごみ焼却場
機能
維持

全市 - S造 62.2 H6（1994） 23
清掃センター更新計

画と一体的に検討

清掃センター更新計

画と一体的に検討

3 ストックヤード 旧ごみ焼却場
機能
維持

全市 - SRC造 94.6 H14（2002） 15
清掃センター更新計

画と一体的に検討

清掃センター更新計

画と一体的に検討

4
和光市駅南口
自転車駐車場

和光市駅南口
自転車駐車場

機能
維持

全市 - RC造 3,604.1 H7（1995） 22

5
駅南口駅前広場
（トイレ）

駅南口駅前広場
（トイレ）

機能
維持

全市 - RC造 53.1 H10（1998） 19

延床
面積
（㎡）

老朽化状況

第1次実行計画で
の取組

第2次実行計画で
の取組(予定)

No. 施設名 建物名
所有
区分

配置

構造
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３ 第１次～第２次計画期間の主なプロジェクトの内容１９（複数施設に関わるプロジェクト）

第３次

基幹施設 機能維持施設 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

■総合児童センター
■保健センター
□広沢保育クラブ

　検討 工事

【関連】「庁舎等既存施設利活用検討」

市庁舎　大規模改修（行政･議会･展示･防災倉庫棟） ■市庁舎 工事（外壁）

□広沢小学校 工事（非構造部材耐震）

第二中学校　建替・長寿命化検討 □第二中学校 工事（非構造部材耐震）

□第三小学校 □中央保育クラブ 　検討 工事

大和中学校　建替・長寿命化検討 □大和中学校

本
町
小

地
区

□本町小学校

■教育支援センター
□本町保育クラブ
□ほんちょう保育園
□福祉交流室

□新倉小学校
□新倉コミュニティセンター
□新倉北地域センター

　検討 工事

アーバンアクア公園　民間活力導入検討 ■勤労福祉センター
□坂下庭球場

検討

白
子
小

地
区

□白子小学校

□白子宿地域センター
□白子コミュニティーセンター
□城山地域センター
□白子保育クラブ
□白子第二保育クラブ

　検討 工事

□北原小学校 □北原保育クラブ 工事（非構造部材耐震）

新倉高齢者福祉センター（歩楽里）　大規模改修 □新倉高齢者福祉センター 工事（屋上防水）

勤労青少年ホーム　建物利活用検討 ■勤労青少年ホーム 検討

下
新
倉

小
地
区

下新倉小学校　運用体制見直し検討 □下新倉小学校

第
四
小

地
区

□第四小学校
□諏訪保育クラブ
□文化財保存庫
□歴史資料室

第
五
小

地
区

□第五小学校
□南児童館
□南保育クラブ

検討 工事

総合管理計画の計画期間（30年）
第１次 第２次 ～ 第６次

H57
■：全市利用施設、□：地域利用施設 2045

現・保健センター利活用、展示棟等の有効活用、広沢小プール廃止等の検討

小中学校

プラント

配置 個別プロジェクト名

広
沢
小
地
区

第
三
小

地
区

新
倉
小

地
区

北
原
小

地
区

南
エ
リ
ア

中
央
エ
リ
ア

北
エ
リ
ア

広沢国有地等利活用プロジェクト

長寿命化計画（個別施設計画）の策定

第三小学校改修・改築プロジェクト

新倉小学校建替プロジェクト

白子小学校建替プロジェクト

第四小学校建替プロジェクト

第五小学校長寿命化プロジェクト

北原小学校長寿命化プロジェクト

本町小学校長寿命化プロジェクト

長寿命化改修を検討

改　築

長寿命化改修を検討

建　替

長寿命化改修を検討

大規模改修

清掃センター改築プロジェクト

建替・長寿命化改修を検討広沢小学校建替･長寿命化プロジェクト

大規模改修

建替・長寿命化改修を検討

１９ 本ページは、複数施設に跨るなどの主な計画のみを掲載しておりますので、全計画は「Ⅳ 第 1 次実行計画の内容、2 施設類型による実行計画」を参照してください。
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【参考】小学校区別の公共建築物一覧（H29.4 現在）

第二中学校 19,032 8,232 RC造等 1967 50

広沢小学校 17,639 7,372 RC造等 1975 42

保健センター 3,000 878 RC造 1981 36

総合児童センター【本館、プール棟】 8,971 3,449 RC造 1983 34

広沢保育クラブ（総合児童センター敷地内） - 134 S造 2000 17

市庁舎（行政・議会・展示・防災倉庫棟） 13,545 13,530 SRC造 1992 25

市民文化センター 13,035 7,895 RC造、S造 1992 25

総合体育館 9,662 9,662 13,051 RC造 2005 12

消防署（消防庁舎、訓練棟A・B） 3,000 2,478 RC造 2009 8

第三小学校 14,144 6,078 RC造 1960 57

中央保育クラブ（第三小敷地内） - 134 S造 2000 17

大和中学校 20,176 11,826 RC造等 1973 44

中央公民館 2,268 2,818 RC造 1996 21

消防団第6分団車庫 65 63 S造 1988 29

駅南口自転車駐車場 9,423 3,604 RC造 1995 22

本町地域センター 119 399 RC造 1997 20

駅出張所（本町地域センター内） - 54 RC造 1997 20

駅南口駅前広場（トイレ） 6,500 53 RC造 1998 19

新倉小学校 11,138 7,553 RC造 1964 53

坂下公民館・本館 384 547 RC造 1974 43

坂下出張所（坂下公民館・本館内） - 7 RC造 1974 43

坂下公民館・別館 194 260 S造 2001 16

消防団第3分団車庫 236 63 S造 1982 35

新倉コミュニティセンター 306 489 RC造 1982 35

勤労福祉センター・アクシス 2,472 3,133 RC造 1992 25

新倉北地域センター 947 【947】 320 S造 1997 20

酒井浄水場 3,818 739 RC造 2007 10

花の木ゲートボール場 1,257 【1,257】

坂下庭球場 2,210 2,210

白子小学校 11,880 7,208 RC造 1964 53

白子宿地域センター 135 169 RC造 1981 36

消防団第2分団車庫 135 66 S造 1988 29

消防団第1分団車庫 100 100（5） 85 S造 1993 24

白子コミュニティセンター 573 573 808 RC造 1997 20

白子防災倉庫 206 203 S造 2000 17

しらこ保育園 1,004 991 RC造 2003 14

北子育て世代包括支援センター（しらこ保育園内） - 420 RC造 2003 14

白子保育クラブ 434 421 219 S造 2008 9

城山地域センター 475 128 S造 2009 8

白子第二保育クラブ 407 407（389） 171 S造 2015 2

第四小学校 19,331 5,779 RC造 1965 52

諏訪保育クラブ（第四小敷地内） - 178 S造 2000 17

歴史資料室（第四小校敷地内） - 60 S造 2012 5

白子分署（消防庁舎） 443 639 RC造 1978 39

牛房コミュニティセンター 806 327 RC造、S造 1983 34

牛房出張所（牛房コミュニティセンター内） - 31 RC造、S造 1983 34

文化財保存庫 601 295 RC造 1984 33

消防団第5分団車庫 77 72 RC造、S造 1986 31

※1　敷地面積には借地面積を含む

※2　借地面積には占用面積を含み【　】で示す、（　）内数値は建物敷地以外の借地部分の面積を示す

学
区

施設名（建物・敷地名）
敷地面積
㎡（※1）

借地面積
㎡（※2）

延床面積
㎡

構造

白
子
小

13,137

建築年 築年数

新
倉
小

（315）

475

第
四
小

第
三
小

広
沢
小
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第五小学校 12,124 5,881 RC造 1970 47

第三中学校 23,963 7,827 RC造 1976 41

南公民館 4,000 1,501 RC造 1983 34

和光市運動場【管理棟・スタンド】 21,975 720 RC造 1986 31

南浄水場 12,000 1,105 RC造、S造 1994 23

みなみ保育園 3,000 1,587 RC造、S造 2000 17

南子育て世代包括支援センター（みなみ保育園内） - 1,509 RC造、S造 2000 17

南児童館 992 243 Ｗ造 2002 15

南保育クラブ（南児童館内） - 119 Ｗ造 2002 15

高齢者福祉センター・ゆうゆう（総合福祉会館内） 7,573 【7,573】 1,123 S造 2004 13

地域活動支援センター（総合福祉会館内） - 3,807 S造 2004 13

地域福祉センター（総合福祉会館）※集会施設 - 2,245 S造 2004 13

南地域センター 859 397 S造 2006 11

南地域センター保育クラブ（南地域センター内） - 149 S造 2006 11

向山地域センター 720 389 S造 2008 9

勤労青少年ホーム※集会施設 1,373 661 RC造 1974 43

新倉高齢者福祉センター・歩楽里 1,325 777 RC造、S造 1975 42

北原小学校 16,395 6,495 RC造 1976 41

北原保育クラブ（北原小敷地内） - 213 S造 2008 9

消防団第4分団車庫 275 272 S造 1989 28

生活介護施設さつき苑 1,480 【1,480】 746 S造 1998 19

しもにいくら保育園 984 984 519 S造 2002 15

新倉ふるさと民家園 2,000 245 Ｗ造 2006 11

新倉児童館 991 359 S造 2009 8

新倉保育クラブ（新倉児童館内） - 356 S造 2009 8

駅北口土地区画整理事業事務所 481 260 S造 2014 3

本町小学校 12,489 6,110 RC造 1983 34

本町保育クラブ（本町小　教室棟等） - 67 RC造 1983 34

福祉交流室（本町小　教室棟等） - 134 RC造 1983 34

教育支援センター（本町小教室棟） - 173 RC造 1988 29

ほんちょう保育園 1,090 684 RC造 1983 34

和光市図書館 建物区分所有 1,695 RC造 1983 34

旧ごみ焼却場 3,636 1,047 RC造、S造 1972 45

リサイクル活用センター（旧ごみ焼却場敷地内） - 160 RC造 1972 45

リサイクル展示場（旧ごみ焼却場敷地内） - 62 S造 1994 23

ストックヤード（旧ごみ焼却場敷地内） - 95 SRC造 2002 15

和光市清掃センター 6,480 4,520 SRC造、RC造 1989 28

吹上コミュニティセンター 647 1,041 RC造 1981 36

吹上出張所（吹上コミュニティセンター内） - 35 RC造 1981 36

介護老人保健福祉施設・福祉の里 6,685 5,965 RC造 1993 24

アグリパーク（農業体験センター） 2,351 165 Ｗ造 1997 20

下新倉防災倉庫 178 178 S造 1998 19

白子川第２排水区野川調整池電気室 2,012 34 RC造 1999 18

下新倉小学校 15,155 5,019 7,648 ＲＣ造、ＳＲＣ造 2016 1

図書館分館（下新倉小学校内） - 605 ＲＣ造、ＳＲＣ造 2016 1

下新倉児童館（下新倉小敷地内） - 338 RC造 2016 1

下新倉保育クラブ（下新倉小敷地内） - 226 RC造 2016 1

※1　敷地面積には借地面積を含む
※2　借地面積には占用面積を含み【　】で示す、（　）内数値は建物敷地以外の借地部分の面積を示す

延床面積
㎡

学
区

施設名（建物・敷地名）
敷地面積
㎡（※1）

借地面積
㎡（※2）

構造 建築年 築年数

第
五
小

北
原
小

本
町
小

下
新
倉
小

599
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●総合福祉会館
・高齢者福祉センター

・地域活動支援センター

・地域福祉センター

●第五小学校

●

第三中学校

●

南児童館

・南保育クラブ

南地域センター

●・南地域センター保育クラブ南公民館 ●

運動場

●

●

南浄水場

みなみ保育園・南子育て●

世代包括支援センター

●

向山地域センター

● 広沢小学校
総合児童センター ● ● 第二中学校

広沢保育クラブ

●

保健センター ●

市庁舎 ● ● 市民文化センター

総合体育館●

消防署庁舎 ●

● 第三小学校
中央保育クラブ●

● 大和中学校

● 中央公民館

本町地域センター ●

・駅出張所

● 第６分団車庫

● 駅南口
・自転車駐車場

・駅南口広場（トイレ）

● 第四小学校・歴史資料室
● 諏訪保育クラブ
● 文化財保存庫

● 白子分署（消防庁舎）

牛房コミュニティセンター

● ・牛房出張所
●

第5分団車庫

●

白子小学校

● 白子宿地域センター

城山地域センター

●

●

白子コミュニティセンター

● 第 1分団車庫

● 白子防災倉庫

● しらこ保育園・北子育て

世代包括支援センター

● 新倉コミュニティセンター

● 白子保育クラブ ・白子第二保育クラブ

●

第2分団車庫

● 新倉小学校

● 新倉北地域センター

● 坂下公民館（本館、別館）・坂下出張所

● 勤労青少年ホーム

第３分団車庫●

勤労福祉センター（アクシス）●

● 酒井浄水場
● 花の木ゲートボール場

● 坂下庭球場

北原小学校

●

● 新倉高齢者福祉センター

（歩楽里）

北原保育クラブ●
● 第4分団車庫 ● 生活介護施設さつき苑

● 新倉ふるさと民家園

新倉児童館

・新倉保育クラブ●

駅北口土地区画

● 整理事業事務所

しもにいくら保育園

●

本町小学校
・本町保育クラブ

・福祉交流室

・教育支援センター●

ほんちょう保育園●

● 図書館

● 下新倉小学校
・図書館分館

・下新倉児童館

・下新倉保育クラブ

下新倉防災倉庫

●

● 清掃センター

●

旧ゴミ焼却場
・リサイクル展示場

・リサイクル活用センター

・ストックヤード

● 吹上コミュニティセンター

・吹上出張所

介護老人保健福祉施設●

（福祉の里）

●
アグリパーク

（農業体験センター）

● 白子川第２排水区

野川調整池電気室アーバンアクア公園●

● 荒川河川敷運動公園

平成 29年 12 月 31 日現在

凡 例

● 小・中学校

● その他

小学校区域線

【参考】市有施設の位置図
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